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１ 分析結果 

（１）データ評価結果 

 評価指標 ①建物性能 ②利用度 ③運営コスト 

 対ベンチマーク △ ― ○ 

【まとめ】 

・①建物性能は、残耐用年数が１３年であることから、課題あり。 
・②利用度については、施設そのものが利用の対象とはならないことから、適切な測定指標を設定して
相対評価を行い、施設の課題を抽出することができない。 
・③運営コストは課題なし。 

（２）現用途の需要見通し 

 

①利用実績の検証 消防署所（消防署、出張所）整備は、Ｓ４０年代からＳ６０年代にかけて、
高度経済成長期の公団等による大規模団地の造成、周辺町村との合併等による
人口増加に伴い、大幅に進展した。 
Ｈ４年の政令指定都市移行に伴い、１行政区１消防署体制を確立するため、

署所の統廃合を図り、現行の６消防署１８出張所体制となった。 
桜木出張所は、Ｓ５５年に現在地へ移転新築された。 

 
消防署所の設置基準を示す「消防力の整備指針」（総務省消防庁）を踏まえる

と、消防署所の適正配置については、 
①市街地（建築物の密集した地域のうち、平均建ぺい率がおおむね１０％以
上の街区の連続した区域等）に設置 

②適当な建設用地の確保などの理由により市街地に該当しない地域に設置す
る場合は、市街地で発生する消防行政需要をカバーできる位置に設置（署
所担当面積が市街地のある程度の範囲をカバーしていることが一つの目
安）。 

③署所の具体的な設置位置は市町村が任意に決定（市街地に該当しない地域
には、地域の実情に応じて当該地域に署所を設置することができる。） 

とされており、当市においても、市街地のできるだけ広範囲に消防ポンプ自動
車が走行限界時間に到着できるよう道路交通状況などを勘案して、消防署所は
市街地内を中心として、バランスよく配置している。 
 
火災や救急等に対して、消防隊（消防署１８隊、出張所１８隊、計３６隊）

及び救急隊（中央消防署２隊、その他署所１隊、計２５隊）などが管轄区域を
越えて出動する体制になっており、全市域をカバーしている。 
また、出動件数の多くは、救急出動によるものであり、消防ポンプ車隊が救

急隊よりも早い到着が見込まれる場合に出動し、救急車が到着するまでの間、
救急資器材を活用した応急処置を実施し、救急隊との連携により救急救命処置
等を迅速かつ確実に行うＰＡ連携活動をＨ２５年５月より実施している。 
これらの理由から、消防署所別の消防隊及び救急隊の出動件数を正確に把握

することは難しい。 
 
１ 利用状況 
（１）出火件数 
・管轄区域内の出火件数（Ｈ２８年度） 5 件（その内建物以外：3件） 
 
（２）救急出動件数 
・管轄区域内の救急出動件数（Ｈ２８年度）  2,673 件 
・若葉区の消防署所の管轄区域内への出動割合  86.4％ 
・救急出動件数は、増加傾向。（Ｈ２１年度：1,866 件→Ｈ２８年度：2,673 件） 
 
２ 運営コスト 
・運営コストの主な内容は、施設の維持管理に係る清掃・警備・機器点検費委
託、光熱費、修繕費である。 

 
 



 

②将来の人口動態など 
を踏まえた利用状況の 
変化 

・高齢化の進行に伴い、救急搬送ニーズの大幅増加が予想される。また、高齢
者、特に高齢者独居世帯の増加に伴い、災害時要救護者の数が増加していくこ
とが想定される。 
・今後の消防需要を展望するにあたっては、インフラの老朽化や空き家の増加
などのハード面の変化に加え、近所づきあいの希薄化、地域コミュニティの変
容といった様々な社会環境の変化による影響を考慮する必要がある。 
 

 
③将来における効率性
の変化 

・職員数及び消防ポンプ自動車等の車両が減少した場合、施設利用の効率性が
低下する可能性がある。 

【まとめ】 
・建物性能は、残耐用年数１３年であることから、課題ありとなった。 
・消防署所単位で、管轄地域内における利用状況（火災や救急等の出動件数）を正確に把握することは難しい。 
・高齢化の進行に伴い、救急搬送ニーズの大幅増加が予想される。また、高齢者、特に高齢者独居世帯の増加
に伴い、災害時要救護者の数が増加していくことが想定される。 
 

（３）公共施設再配置 

 

①検討すべき再配置 

パターン 

・類似施設として、若葉区内には若葉消防署、泉出張所、大宮出張所、殿台出
張所、都賀出張所がある。 
・周辺の公共施設には、桜木小学校、桜木保育所などがある。 
 

②留意すべき制約条件 ・消防署所の設置場所は、「消防力の整備指針」をもとに、主に市街地（街区の
連続した区域等）に設置することや、道路交通状況（出動から放水開始までの
目標時間を６．５分と設定）、他署所との配置バランスなどを勘案して決定して
いる。 
・消防ポンプ自動車等の駐車スペースを必要とする。 
・「消防署所の整備方針（Ｈ２５年３月千葉市消防局）」において、「移転を検討
した方がよいと思う消防署所」として、建替え時期に移転を検討するものと位
置づけられている。 

【まとめ】 
・消防施設としての機能や署所ごとの管轄地域等を踏まえると、直ちに再配置することは難しい。 
・ただし、「消防署所の整備方針」に基づき、建替え時期に移転を検討する必要がある（残耐用年数１３年）。 

（４）資産の立地特性 

 

①重視すべきエリア・ 
資産の特性 

・市街化調整区域である。 
・ＪＲ千葉駅よりバス約２０分。 
・桜木町小倉線に面し、自動車でのアクセスはよい。 
 

②公共としての活用ポ
テンシャル 

・桜木町小倉線に面してはいるものの、市街化調整区域であり、活用ポテンシ
ャルは低い。 

③外部転用のポテンシ
ャル 

・市街化調整区域のため、外部転用のポテンシャルは低い。 

【まとめ】 
・立地や交通アクセスを踏まえると、公共としての活用、外部転用ともにポテンシャルは低い。 

２ 総合評価 

評価結果 
・建物性能は残耐用年数１３年であることから、課題ありとなった。 
・市内で発生した火災や救急等に対して、消防隊（消防署１８隊、出張所１８隊、計３６
隊）及び救急隊（中央消防署２隊、その他署所１隊、計２５隊）などが管轄区域を越えて
出動する体制になっており、全市域をカバーしていることなどから、消防署所別の消防隊
及び救急隊の出動件数を正確に把握することは難しい。 
・消防施設としての機能や署所ごとの管轄地域等を踏まえると、直ちに再配置することは
難しい。 
・ただし、「消防署所の整備方針」に基づき、建替え時期に移転を検討する必要がある（残
耐用年数１３年）。 
・立地や交通アクセスを踏まえると、公共としての活用、外部転用ともにポテンシャルは
低い。 
 
・建物性能に課題があることなどから、当面は現施設を継続して利用するものの、「消防
署所の整備方針」に基づき、建替え時期に移転を検討する（残耐用年数１３年）。 
・建替えのタイミングで、今後の人口動態、社会情勢等の変化を考慮し、施設周辺の未利
用地等への移転の可能性等を検討するとともに、必要面積を精査し、施設総量が増加する
ことのないよう留意すべき。 

継続利用 

方向性 

⑩当面継続 

 


